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Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｄ６－４４１ 収納かご 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｄ２－５８０ 全 収納かご等 

Ｄ２－５８１ 全 収納かご 

Ｄ２－５８１Ａ 全 収納かご（単独型） 

Ｄ２－５８１Ｂ 全 収納かご（積重ね型） 

Ｃ３－５１２ 一 洗濯かご 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｇ１－５０１ 運搬用容器 

Ｂ４－１０ かばん又は携帯用袋物（開口部開放型） 

Ｃ０－１１０ 小物整理箱  卓上の身の回り品整理箱 

Ｃ５－２２０ 食卓用かご等 

Ｆ２－７１台 事務用整理保管箱 

Ｆ２－７２４１ メモ用紙立て等 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 

この分類に含まれる物品 

日用品収納かご 脱衣かご 厨房用かご 

収納かご 整理かご 洗濯かご 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

・側面が格子状あるいは多数の穴あき状の整理、収納用家具で、整理、収納部が１つのものを分類する。 

・底面あるいは側面の一部が、格子状、多数穴あき状でなくともここへ分類する。 

・複数個積み上げ可能なものを含む（収納部が２段あるいは２列以上に構成されたものは収納棚等）。 

・ 蓋、取っ手、キャスターの有無を問わない。 

・ 深さが浅いもの（トレー状に近い）でも、側面がかご状の構成のものは含む。 

・脱衣かご、洗濯かごを含む。 

 

D6-461 登録 1086540号 
「整理かご」 

 

D6-461 登録 1106340号 
「日用品整理収納かご」 

 

D6-461 登録 632279号 
「整理かご」 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・整理、収納部が２段あるいは２列以上あるものは、Ｄ６－５１台の収納棚等とする。 

・身の回り品等の整理・収納専用のものは、Ｃ０－１１台の小物整理用具とする。 

・事務用具を整理・収納するもの〔上面が開放された（蓋なし、または、引き出しでない）かごであって、かつ、

使用目的を事務用整理保管専用であるとしている（物品名称、物品の説明等において）もの〕は、Ｆ２－７台

事務用整理保管具に分類する。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 


